
点

し

た

い
」
へ
．
い
■
　
∵
、

半
字
て

、
丈
　
い
　
つ

一

】

‥

　

▲

　

　

い

／

　

＼

J
・
　
」
卜
　
し
旧
．

濁

は

て

き

仲

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

（
職
＝
H
が
記
入
し
ま
す
■
）

◎
裏
面
の
注
意
事
項
を
読
ん
で
か
ら
■
軍
人
し
て
く
だ
さ
い

↓折
り
曲
げ
る
場
合
に
は
↓
の
所
を
谷
に
折
り
さ
ら
に
2
つ
折
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

…ア力サ 夕ナハマヤ与サ標準字体

0 l 2 3 u イ キ シチ ヒ リン

5 ら 7 8 ？ウ クス ツ ヌ フ ム ユ ル ll

工 ケ セ テ ネ へ メ レ ○

オ コ ソ ト ／ ホ モ ヨ ロ

様式第8号（表面）　　労働者災害補償保険

休業補償給付支給請求書　第　　回
休業特別支給金支給申請書（同一傷病分）

業務災害用

※

帳　≡票　卒 別
回 回

修正項三臼番号（1て：修正頃 昏ぢ・（2） ①管轄后箸

国回国 □□ □□
③耕耕再別④・受付年 ハ ト1

※□ 与善ロ ロ ロ ロ ロ ロ

2　　 】府　U．L l所望」千、二　軒 I　 Jた　特　番　 リ　　 l 伎　釆　り・

誹 □□□□□□□□□□□□□
⑤ 労働 者の性 別 ⑥ 労 働 者 の 生 年 月 日　　　　　　　　 ⑦ 負 傷 文 は 発 病 年 月 日 ⑧ 砦通 別　 富 雄 コート、⑪川 ・■f三‘コート‾、 ⑭ 特別 加 入者一

琶□ grこ□□□］ ［Ⅲ□□□□※凪…口蓋そ閥 川口□
、、⊥［二 二 」　 」 二三 艮 ⊥ 二†＼ L ユ リ⊥三上 二J L j ⊥ 曇 L J　　 ⊥ ＿ヱ ⊥ 吏 ⊥ J ⊥ 廻 二 二ナ 1 9 日∴イ■■＼

（日 用 ・離 1己 ・・恒 三1 二 【 ト古 ）をてこ山 昔 掛 か 十 一㌧・‘ら 仙 キ ーー
： シ メ イ （カ タ カ ナ ）　　 杵 1 γ．〝）m rユ 1 1 ■：あ け て ‖」 ／、 し て　 卜 さ い

⑫書□□ロロロロロロロロロロロロロ□ ※口童‡喜□…＝□去≡囲いけ因
労： （亘 ・ド　均　 門　 奈27郵 更番号

の

÷ 二 二 二 二 二 二 一 二 二

⑪ 特　別　綜「リー　〝）ね‘i

住　　 所 ※ □ □ □ □ □ □ □ □

卜の欄及び⑳、⑳、⑳、⑳朴11は、
⑳ 癖ノr三のため′〕、用 －1 去わか／た期間 蔀皇‾二　　　　 ■∈　■

1日くl沌圭
は、帖
合のみ．i

け視に仙十川る場合、丈
ナ川た＝座を変更する場
上人して卜さい

小二托 し ノノ・りし」ふ っ」7、l］　　　　 ）．、」．・1日 ロ ロ ロ ロ ロ ㌫ □ □ □ □ □ 口 まで こ こ出 口 □ ’口 ．．

新 規 ・変 更
L ヱ上土LJ L ヱ吏⊥三上二二二†⊥二＿旦土工土工亡J　　　 L ．聖二」二三土工IL ＿旦⊥し三上二二I L 」旦ili主上エゴ

麗眉目”小仲畑二 （盟 l H車滞り一
語 □ □ ］ L□ □ □ □ □

」

損す川
意志；

m h
t叫こLLrJ 、、「二　」
情 メイ手い二ン （カタカナ） ：姓とγ．のl吊は1‘J：あけて目しT人して　卜さい

望樅称 所 ◎ □ □ □ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

l l
J巾着 （つづ き）メイ キ、、二 ン （カタカ ナ）
Y二才℃人

⑲ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

傍 目二欄 （1） 帽 lに欄 （2）

※□□□□□□□　 □□□□□□□□□□□□□ロロロ
⑫ の 者 につ い て は 、（診、⑳ 、⑪ 、⑫ か ら⑳ まで （⑳ の か を除 く。）、 及 び 別 紙 2 に‾記 載 した とお りで あ る こ とを 証 トリJ L ます ′

隼　 ノ＝J H　　　　　　　　　　　　　　　 ↓は．‡■キ　 I 　 r注意 ）

．J l．⑱ の■手 及び 亘：二つ いて は、⑫ の ポ■がl】∫叶
事 業の 名 称 釆　　　　 年余 甜顎の 被Tlと」ニケ‡賞で あるJ■蓑合にl揖り証

明 して くだ さし：
2．づナ軌 ポーのl【lけか隼は 小 甘場 れ称 所 在地 ミニつ郵便 番 り・

車業場 の所f王三地 いて は、 、l′　1．該■」
を している より

；二芳三上是か ・拾 適 用の朕 扱 い
．、 l．ゎ、 トト刷　 如．▲J‾二のJヵ

事 業 上 の 代 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①　　　　　　 合二二損 ）．i己人 して く／∵さい

沃人その他の川作であるときはそ宜ィ．称及び代長月‾の代γ．J

軍票蓋錆 誓鵠　　　　　　　　　 ■u F㌻■I　 封 去写孟実警 吉富禁。恒 †砦 瑠 廿 日 侶

診

⑳ 傷病の部位 及び傷病名

⑳ 療　 養　 の　 期　 けり　　　　　 牛　　 日　　 日か ら　　　 牛　　 H　 ll まで　 l…　　 ．iを貯 」三日 兢　　　 ll

療

担

当

⑳ 療 養 の 現 況　 年　 月　　 日　　 清　 ゆ ・叱　 亡 ・転　 医　 中　 上 ・継 続 日】

傷　 病　 の　 軽　 jJ週　 ㊥ 根 のため脚 －ることかてさなか′ノたと認められる則問

者

の

証

牛　　 JJ　　 H か ら　　　　　　 隼　　 JJ llまで　　　　　　 l川 日の う　ナ．　　　　 ll

⑫ の 音 に つ い て は 、⑳ か ら窃）まで に ．㍊威 した とお りで あ る こ と を証 明 し ます ．、
隼　 ノ＝ 】－　　　　　 所 在 地　　　　　　　　　 ・L ・；・I　 ：ご±

明 病 院 又 は
診 療 所 の　 名　　　 称

．摘 榊 。用 氏γ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・㊥

Ⅷ二よ。藩藩　農農協簾紺需巨ます′「拙糾　　　　心沃

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　句

川鋸．】■番号7コ3侶1ト．3

隼　　H ll

瑠プこの

労働基準監督署長殿

記
入
枠
の
部
分
は
、
必
ず
里
州
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
仙
川
し
、
様
式
右
上
に
記
成
さ
れ
た
「
標
準
で
体
」
に
な
ら
二
＼
枠
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
人
き
め
の
カ
タ
カ
ナ
及
び
ア
ラ
ビ
ア
数
十
で
明
り
よ
う
に
記
成
し
て
′
＼
だ
さ
い

記
哉
す
べ
き
車
項
の
な
い
欄
又
は
記
入
枠
は
、
空
欄
の
ま
ま
と
し
、
小
煩
を
選
択
す
る
場
人
目
に
は
該
¶
車
収
を
日
で
か
こ
ん
で
く
だ
さ
い
二
た
だ
し
、
⑤
、
⑥
柏
の
▲
誉
ケ
及
び
⑳
欄
に
つ
い
て
は
・
誹
、

1
1
番
＝
ケ
を
記
入
枠
に
記
入
し
て
ィ
、
だ
さ
い
）

ロ
ロ
ロ
で
衣
・
小
さ
れ
た
仲
へ
以
卜
、
記
人
件
と
い
う
、
二
に
記
入
す
る
文
で
は
、
光
…
け
∫
仙
文
十
日
項
収
裳
m
（
O
C
R
こ
し
直
接
読
取
り
を
行
い
ま
す
の
で
、
二
の
川
紙
を
汚
し
た
り
、
穴
を
あ
け
た
り
、
必
要
以
仁
に
ぬ
く
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
て
ィ
、
た
さ
い



二
所
定
労
働
時
聞
役
に
n
傷
し
た
場
左
目
に
は
、
⑳
及
び
⑪
欄
に
つ
い
て
は
、
¶
該

n
ハ
傷
し
た
日
を
除
い
て
記
接
し
て
く
だ
さ
い

一
、
別
紙
1
①
肌
に
は
、
平
均
什
L
l
余
の
伸
黒
疋
基
促
側
聞
申
い
宣
石
蕗
外
の
似
病
の
療
お

別
　
冊
佃
胱
錮
縞
離
眠
州
甜
賢
し
器
用
描
器
甜
捏
締
腔

■
半
均
〃
日
金
の
緋
を
こ
え
る
場
人
目
に
記
載
し
、
控
除
す
る
勅
聞
及
び
＝
〓
余
の
内
詔

を
別
紙
1
②
欄
に
記
成
し
て
ィ
、
だ
さ
い
　
こ
の
場
人
＝
は
、
⑭
欄
に
、
こ
の
算
定
ん
は

、
仁
　
　
　
に
よ
る
▲
半
均
什
日
金
に
相
当
す
る
勘
を
記
機
し
て
ィ
、
だ
さ
い

日
．
■
．
、
別
紙
ソ
叫
は
、
⑳
欄
の
「
什
日
金
を
受
け
な
か
っ
た
‖
」
の
う
ち
仁
美
躇
十
の
n
陽
丈

は
疾
病
に
よ
る
療
お
の
た
め
所
定
労
働
時
川
の
う
ち
そ
の
▲
部
分
に
つ
い
て
の

み
労
働
し
た
‖
（
別
紙
ソ
）
に
お
い
て
「
神
冊
休
業
日
」
し
一
い
・
つ
　
）
が
左
ハ
ま
れ
る
場
合

に
限
り
添
付
し
て
く
た
さ
い

州
求
人
　
（
申
・
仙
人
一
か
特
別
加
人
音
て
あ
る
と
き
は
、

⑭
附
に
は
、
そ
の
昔
の
給
付
情
促
日
計
を
記
成
し
て
ィ
、
だ
さ
い

⑦
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑮
及
び
⑰
欄
の
車
頂
を
証
明
す
る
こ
と
が
て
き
る
巨
＝
煩

そ
の
他
の
封
封
を
添
目
し
て
ノ
、
た
さ
い

、
⑳
、
㊧
、
⑳
及
び
⑪
糾
い
弓
い
て
は
、
前
回
の
L
州
求
又
は
申
請
後
の
分
予
つ

い
て
記
＝
冊
し
て
ノ
＼
た
さ
し

■
、
劫
佃
か
ら
⑮
欄
ま
て
及
び
⑰
附
は
記
叛
す
る
必
要
豆
あ
り
ま
せ
ん

∴
別
紙
1
　
「
†
均
“
〓
余
n
∴
■
吏
内
訳
｝
　
は
付
す
る
必
要
豆
あ
り
ま
せ
ん

廿
、
そ
ふ
∵
里
水
　
ハ
申
⊇
州
〉
　
か
排
賊
徒
て
あ
る
場
八
日
　
T
攣
上
汁
の
た
め
に
労
例
で
さ
な

か
「
た
皿
川
の
乍
邦
文
は
一
高
が
排
賊
前
喜
あ
る
場
人
目
を
除
く
　
ノ
ー
】
†
て

、
両
人
不
仁
の

仙
射
一
▲
回
目
‖

証
明
は
せ
け
る
必
面
長
あ
り
i
車
せ
ん

後
の
詔
点
卜
申
－
州
心
　
の
場
八
日
に
は
、

車
某
卜
の
■
■
証
明
は
ノ
ハ
エ
け
る
必
要
か
な
い
二
と

六
、
休
業
特
別
上
給
金
の
支
給
の
申
請
の
み
キ
行
う
場
石
目
い
．
巨
は
、
⑳
佃
は
J
域
す
る

必
安
は
あ
り
ま
せ
ん

」
、
「
車
．
宕
巨
の
代
れ
」
　
の
附
、
一
病
院
丈
は
′
■
診
療
所
の
′
診
療
い
り
音
氏
名
一
の
m

及
び
　
「
一
肌
氷
人
（
申
】
仙
人
こ
　
の
附
は
、
記
れ
押
印
す
る
こ
し
∴
∴
代
え
∵
、
、
‖
竹

に
よ
る
署
わ
を
す
る
こ
と
カ
て
き
る

様式第8号（裏面）

⑫　 労　 働　 者　 の　 職　 椎　　　　 ⑬ 負 傷 又 は 発 病 の 時 刻 ⑳ 平均賃金 （算定内訳別紙 1のとおり）

午 を芸　　　　　 時　　 分 頃
【lJ　　　　　　 銭

⑬ 所 定 労働 朋 恒　 時　 分 か ら午 提　 時　 分 まで ≠

◎ 災醐 納 及び発川 況 警芸芸霊 芝†望‡言 霊 浣 志望 1竃 三景 ㌧一芸麦誌 濫 荒 器 言霊 票 ！去聖 のよう

⑲

⑦ ノ占礎 年 金 番 号 l ㊥ 被保険者京格の収得咋H H l　 年　 月　 日

0

当該傷病 に

闇 して 支給

され る隼金

の種類等

年　 金　 の　 種　 類

厚 生 年 金 保 険 法 の　　 菩　 提 了 レ 告 ．喜、

国　 民　 隼　 う良　 法　 の　　　 倍 ．j川 と■吊

厚 等
生 望
隼 受
金 給
保 閏
険 係

船　 員　 保　 険　 法　 の　　 ホ　 障　 ri三　一年　 金

障　　 †圭　　　 等　　 級 級

支 給 さ れ る 年 令 の 額 ＝

よ給されることとなった年ノ＝j 年　　　　　　 月　　　　　　 日

J．！三傑隼金香 り▲及びJ！Jリ1年令
等のf巨企．正二．li‥の年余コー ド

l

所 轄 社 会 保 険 事 務 所 等

表面の記入枠
削　　　 字

を訂正したと ◎

きの計11て印欄
加　　　 字

什奈 保 障

労 務 l

．i己 蔵 相

作収で川 【卜軋【日代イJl‾音■－j凋 代理かの如示 代　　　　　　　　 γ； ■仏 ．i【キ　 釆　 ンノ・下　　　 【1

㊥



様式第8才（別紙1）（表面）

′ガ　　 働　　 保　　 険　　 番　　 号 氏　　　　　　　 名 災 害 発 生 年 月 口

府　 県 所掌 管　 轄 基　 幹　 番　 号 枝 番 号
隼　 JJ　 l＿Ⅰ

l l l 1l l　 1 1l l l 1 1
1 11 11 1

平均賃金算定内訳
い芳例日は第1揉参Jl（iのこと1

雇 人 隼 …　　 年　 月　　 可　 朋 … 雇 の別　 卜 者 … ・日 雇

賃 金 支 給 方 法　　 廿袷 ・週給 ・日給 ・時間給 ・出来高私利 ・その他請負制 賃潮 師切口 l射　 rl

A

JJよ
／」

．過てそ上
の払
他／ノ

・た
定も
のの
刑
l日
に

賃 金 計 算 期 間 月　 日から
JJ　 H まで

Jj　 H から
jj　 H まで

日　 日カ
Ji　 H ま

しゝっ
で

計

総　　 日　　 数 ＝ ＝ Lt ⑦　　　　　　　　 11

イユニ上－1

金

基 本 賃 金 l－1J 門 リ llj

手 当

手 当

訂 ll」 円 リ ㊥　　　　　　　　　 円

B

目地
†r．二の
L 諭
くn
照 り
町に
lJりよ
又／J
はて
侶友
桝 、

l＝】つ弘た
riiりも
その
の

賞 金 計 算 期 間 Jj　 H から
Jj lJまで

Jj　 H から
Jj　 H まで

日　 日から
JJ H まで

計

総　　 日　　 数 1－t 「l Ll （丑　　　　　　　　 l＿l

労　 働　 日　 数 Ll しこ1 日 二、　　　　　　　　　 日

賃

金

基 本 賃 金 lリ H リ 1リ

手 当

手 当

計 H rTj 門 ∈J　　　　　　　 llJ

総　　　　　　　 計 円 円 円 ◎　　　　　　　　　 Pj

平　 均　 賃　 金 賃金総額◎　　　　　 【リ÷総 日数⑦　　　　　　　　　　　　 【11　　　　 銭

最低保障、臣勾賃金の計算方法

A の⑪・　　　　　　　　 lリ÷総日数①　　　　　　　　　　　　　 l－リ　　　 銭◎
B の㊤　　　　 「」に一労働日数⑮　 ×蕊 ＝　　 円　 銭①

◎　　　　　　　 日　　 銭十①　　　 lIj　　 銭　 こ　　　　　　 日　　　 銭 （最低保障平均賃金）

日日扉い入れら

れる苦の 、Iリ那賃

金 川桐旧 8年労

働省告示第52 号

による。）

弟1 り・丈
は打㍑ り・
の場 ／八

賃 金 計 算 期 間 ¢）冴 筑■去芸文詔　　ll ◎　 賃　金　総　額

JJ lIかJJ
JJ lIまで

1　　　　　　　 11j　　　　　 lIJ　 銭

tl■∴1 り■〃）
J‾㍑ 都迫府県労働局技が定める金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【1J

・1日 り・の
」‾坊 ／ゝ

従事する事業又は職業

都道府県労働局－k が定めた金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

津し某及び桝、〕
仰山打の・1′J fJ与
川眉不日2′1イドづ

省；：▲′」こ第 5 シ
2 一条による．．

てづナ
ナ企
J・南
J一第
）

岩 等 雪空焉祈告　 年　 月　 日 職種　　 用 賃金協定紳　　 ■・j

①　 賃金計算期間のうち業務外の傷病の療養等のため休業した期間の廿汝及びその期間「卜の賃金を業務

卜の傷病の療養のため休業した期間の日放及びその期間中のiて令とみなして算定 した平均賃金

賃令の総和㊥一休業した期問にかかる②の（功）÷ （総 日放⑦－休業した期刷（卦の㊥）

（　　　　　　 lリー　　　　　　　 lリ）÷ （　　　　 H 一　　　　　 日）＝　　　　　 llj　　　　　 銭



株式第8号（別紙1）（裏面）

②　 業務外の傷病の療養等のため休業 した期間

及びその期 間中の賃金の内訳

賃　 金　 計　 算　 期　 間
月　　 日から 月　　 日から 月　　 日から

i；1
月　　 日まで 月　　 日まで JJ　 H まで

業務外の傷病の療養等のため

休業した期間の目数 ＝ H 日 ㊦　　　　 l－t

業休
務 業
外 し
の た
傷 期
病 問
の 申
療 の
養 賃
等 金
の
た
め

基　 本　 賃　 金 l‾り H 「IJ 「り

手　 当

手　 当

封 llj H lり ①　　 【IJ

休　 業　 の　 一車　 両

せ

特

別

給

与

の

衝

支　 払　 年　 月　　 日 支　　　　 払　　　　 漸

午　　　　 ノ‾J　　　 l‾‾】 lIJ

年　　　　 月　　　 【＝】 円

年　　　　 月　　　 ll ＝

年　　　　 月　　　　 Ll 円

年　　　　 月　　　 1－1 H

年　　　　 月　　　　 Ll lIj

年　　　　 ノーJ　　　 H 【11

Li■竜二　心1

（訓削二は、創傷又は発病のIl以前2隼間（扉人後2年に満たない昔につ

いては、雇人後の期l齢　に支払われた労働基準法第12条第4項の3筒Jjを

超える親閲ごとに支払われる賃金（特別給与）について記成してください。．

ただし、特別鈴与の支払時期の臨時的変更等の拙」＝二より創傷又は発病

の11以前1年IHjに支払われた特別給与の総掛を特別支給金の算定基礎とす

ることが適当でないと認められる場合以外は、負傷又は発病のIl以前1牢

【制二支払われた特別給与の総額を記載して差し支えありません。


